
第６回 中村川流域治水緊急対策 推進会議
＜会議概要＞

「中村川流域治水緊急対策推進会議（令和４年１１月２５日設置）」の第６回会議を開催しました。
会議では、令和６年７月末の特定都市河川指定を想定したスケジュール、各機関における緊急対
策の進捗状況、今年度の取組状況について情報共有を図りました。

＜概要＞
日 時：令和６年７月８日（月）10:30～11:30
場 所：新町キューブ グランパレ
出席者：別添出席者名簿の通り

＜議事＞
（１）規約改正
（２）特定都市河川及び特定都市河川流域の指定
（３）緊急対策のフォローアップについて

＜情報提供＞
県河川砂防課：流域治水の広報について

＜結果＞
・各機関の組織改編に伴う規約の改正を行った。
・雨水浸透阻害行為の許可申請の流れを説明するとともに、特定都市河川の指定に向けた具体的な
スケジュールを共有した。

・各機関における緊急対策の進捗状況、今年度の取組内容について情報共有を図った。

＜今後の予定＞
・特定都市河川指定後、必要に応じて次回会議を開催し、情報共有を図る予定。 1

会議の開催状況



 流域治水の活動が３年目となり、着実に前に進んでいると認識して
いる。

 これは、関係機関のご協力、そして地域住民の皆様のご理解あって
のもの。

 今回、中村川を特定都市河川に指定するということで、流域一体と
なった緊急対策が、さらに強化されていくものと思っている。

 これを機に更に対策が進んでいくよう、町の関係部局も協働して、
取組を進めていきたい。
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＜構成員からの主な発言内容＞
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青森県 県土整備部

県土整備部長

鰺ケ沢町

 近年、全国的に、想定を大きく上回る大雨による被害が毎年のよう
に発生している。

 本県でも、令和４年、令和５年と記録的な大雨が降っている。各地
域における雨の降り方が、大きく変わってきている。

 被害の防止・軽減を図っていくため、最新の知見や気候変動の状況
等を踏まえながら、必要に応じて対策を充実させなければならない。

 流域一帯となった浸水被害防止対策の充実・強化を図るため、本日
の議題である特定都市河川の指定に対し、皆様のご意見を頂きたい。

鰺ケ沢町長


